
特
定
健
康
診
査
の

実
施
期
間
が
終
了
し
ま
す

40
〜
74
歳
の
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ
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実
施
期
間
が
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

対
象
と
な
る
人
に
は
平
成
21
年
6
月
初
旬
に

受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
ま
だ
受

診
し
て
い
な
い
人
は
今
月
中
に
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

　

受
診
券
を
紛
失
な
ど
さ
れ
た
場
合
は
再
発

行
で
き
ま
す
の
で
、住
民
保
険
課
国
保
医
療
・

年
金
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
診
機
関

　

町
内
ま
た
は
県
内
の
健
診
実
施
機
関

費
用

　

1
5
0
0
円

受
診
方
法

医
療
機
関
に
健
診
日
時
を
確
認
の
う
え
、

受
診
券
・
質
問
票
・
被
保
険
者
証
を
持
っ

て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

健
康
を
保
持
・
増
進
し
よ
う
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町
国
民
健
康
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
生

活
習
慣
病
な
ど
の
早
期
発
見
・
早
期
治
療
の

た
め
の
医
学
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
で
、
健

康
状
態
を
継
続
的
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、

健
康
を
保
持
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

人
間
ド
ッ
ク
や
脳
ド
ッ
ク
の
受
診
費
用
の
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

　

次
の
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
人

◇
申
請
日
時
点
で
、
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

◇
申
請
日
時
点
で
、
過
去
１
年
間
引
き
続
き

被
保
険
者
の
資
格
が
あ
る
こ
と

◇
国
民
健
康
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯

の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と

※
年
度
中
に
65
歳
に
な
る
人
は
、
誕
生
日
の

月
末
ま
で
の
受
診
が
助
成
対
象
と
な
り
ま

す
。

助
成
額

※
オ
プ
シ
ョ
ン
で
検
査
し
た
項
目
は
、
助
成

の
対
象
外
で
す
。

申
請
方
法

受
診
前
に
、
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年

金
係
へ
助
成
金
交
付
申
請
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　

被
保
険
者
証
、
印
鑑

※
今
年
度
に
申
請
し
た
人
で
人
間
ド
ッ
ク
・

脳
ド
ッ
ク
を
受
診
し
、
住
民
保
険
課
国
保
医

療
・
年
金
係
へ
請
求
に
来
ら
れ
て
い
な
い
人

は
3
月
31
日
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
額
の
お
知
ら
せ

必
要
な
人
は
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
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確
定
申
告
な
ど
の
た
め
に
国
保
税
の
納
付

済
み
額
を
知
り
た
い
場
合
、
住
民
保
険
課
国

保
医
療
・
年
金
係
で
、
平
成
21
年
1
月
〜
12

月
に
納
付
し
た
額
を
記
載
し
た
「
国
民
健
康

保
険
税
納
付
額
の
お
知
ら
せ
」
を
お
渡
し
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
お
知
ら
せ
が
必
要
な
人
は
被
保
険
者

証
・
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で
き
る
も

の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
確
定
申
告
な
ど
の
社
会
保
険
料
控

除
に
は
、
国
保
税
の
納
付
証
明
書
を
添
付
す

る
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
お
知
ら
せ
も

納
付
を
証
明
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注
意

　

12
月
下
旬
に
納
付
し
1
月
上
旬
に
お
知
ら

せ
を
受
け
取
り
に
来
た
場
合
、
12
月
下
旬
の

納
付
が
確
認
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
該
当
す
る
人
は
、
12
月
下
旬
に
納
付
し

た
領
収
書
（
口
座
振
替
の
場
合
は
引
き
落
と

し
が
記
載
さ
れ
た
通
帳
）
も
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
お
持
ち
に
な
ら
な
い
と
、
そ
の
納
付
分

の
額
を
お
知
ら
せ
に
含
め
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

種
別

助
成
額

人
間
ド
ッ
ク
受
診
料
の
7
割
の
額

（
1
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）

上
限
…
2
万
6
0
0
0
円

脳
ド
ッ
ク

受
診
料
の
7
割
の
額

（
1
0
0
円
未
満
切
り
捨
て
）

上
限
…
2
万
1
0
0
0
円

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係

☎
34
・
2
0
9
7

1
月
末
日
ま
で

期
間



情情報ホットラインワイド版田原本町からのお知らせ

広報紙であなたの会社をアピールしませんか

検索広報たわらもと　広告

詳細は町ウェブサイトで

　自主財源の確保や地元事業
者などの育成と振興を図ると
ともに有益な生活情報を提供
するため、町の広報紙「広報
たわらもと」に広告を有料で
掲載します。

総務課（広報統計係）
☎ 34・2069

3 月号…1月 4日㈪～ 20 日㈬
4月号…2月 1日㈪～ 19 日㈮
5月号…3月 1日㈪～ 19 日㈮

受付期間

申込方法

「広報たわらもと」広告掲載申込書に
必要事項を記入し、事業を証明するも
のと仮原稿を情報コーナーへ提出して
ください。（最大 3ヵ月まで申込可能）

規格 価格
59㍉× 87 ㍉ 10,000 円
59 ㍉× 179 ㍉ 20,000 円
（町外の事業所は上記価格の 2倍）

価格

掲載が決定すると、上記規格の
版下原稿を提出してください。

第 24 回田原本町民駅伝大会 中央体育館（生涯教育課）
☎ 33・5882

小雨決行。午前 7時 30 分に決定しま
すので、お問い合わせください。

中止決定

受　付…午前 9時～
開会式…午前 9時 30 分～
スタート…午前 10 時～
表彰式・閉会式…競技終了後

日 程

参加資格 町内在住者と町内の事業所（学校）に
勤務（通学）している人

中央体育館（生涯教育課スポーツ振興
係）に備え付けの申込書に必要事項を
記入のうえ、1 月 24 日㈰午後 5 時ま
でにお申し込みください。

申込方法

各部の 1～ 3 位に賞状とメダル。第 1
部に限り、4～ 6位は賞状を授与。

表 彰

コ ー ス 田原本町田原本町中央体育館中央体育館周辺周辺特設コース特設コース

開 催 日 平平成成2222年年22月月1144日日㈰㈰
集合場所 健健民運動場民運動場

部 部　門
第 1部 小学生の部（4～ 6年生）（男女別）
第 2部 中学生の部（男女別）
第 3部 高校生の部（男女別）
第 4部 一般の部（男女別）

区 区間距離
1 区 3.0 ㎞
2 区 2.0 ㎞
3 区 3.0 ㎞
4 区 2.0 ㎞
5 区 3.0 ㎞
合計 13.0 ㎞

第 1部
区 区間距離
1 区 5.0 ㎞
2 区 2.0 ㎞
3 区 3.0 ㎞
4 区 2.0 ㎞
5 区 3.0 ㎞
合計 15.0 ㎞

第 2～ 4部

健民運動場

中央体育館駐車場

旧志貴高等学校●
　　　ながめの丘●

●

北

法条橋

寺内北橋

寺内橋

法貴寺大橋

海上橋

天王橋

池

平田橋

大平橋

1 区（1部）・3区・5区…3.0 ㎞
2 区・4区…………………2.0 ㎞

1 区（1部以外）…………5.0 ㎞

ひょうたん広場


